
管轄する警察署　〔渋谷、原宿、代々木〕 自治体の担当部署　〔 安全対策課 〕

制定
設置
実施

○ 「渋谷区安全・安心でやさしいまちづくり条例」

○ 「渋谷区安全・安心まちづくり協議会」

○ 道玄坂ハチ公パトロール（昼、月１回）、環境浄化美化パトロール（夜、月１～２回）

○ 自主パトロール隊に腕章等を提供

○ 庁用車にマグネットシートを貼付、渋谷区防犯リーダー実践塾を実施、自転車用反射プレート配布

犯罪情報の発信 ○ ホームページ、安全対策ニュース、「しぶや安全・安心メール」の配信、地域団体へＦＡＸにて情報提供を実施

○ 街路灯等夜間照明の整備、高架下照明の昼間点灯化

○ 樹木の剪定、園内灯・便所灯の清掃

○ 夜間立ち入り規制用シャッター等の設置　防犯カメラ５０台設置

自治体による設置 ○ 街頭防犯カメラの設置

助成制度 ○ 渋谷区安全・安心まちづくり防犯設備整備事業補助金交付

○ 防犯対策補助金

○ まちづくり助成制度

○ 区立小中学生に支給（区内在住で区立以外の小中学生は希望者に支給）

○
防犯カメラ設置・教室の内鍵の整備（区立幼稚園・小学校・中学校）、刺股・盾・催涙スプレーを配布（区立小学校・
中学校）、民間警備員を配置（区立小学校）、携帯メール情報発信、防犯カメラを設置（全小・中学校）、全小・中学
校にインターホンを設置、子ども１１０番の家活動を実施

その他の取組み ○ 「防犯リーダー実践塾」、落書き消し、マンション住民の防犯対策の実施

街頭防犯カメラ

都市計画への防犯対策の盛込み

防犯パトロール関連の
施策

自治体職員によるﾊﾟﾄﾛｰﾙ

警備業者等への外部委託

ボランティア活動助成

その他の取組み

犯罪に強い住宅の整備
促進

鍵の防犯対策補助金制度

その他

子どもの安全確保

防犯ﾌﾞｻﾞｰの配布等

その他

安全・安心まちづくりに向けた《渋谷区》の取組状況

中項目 小項目 概　　　要

生活安全条例
条例の制定

推進協議会の設置

（注）青字は２３年度中に新規に実施又は実施予定のもの　【平成２３年４月現在】

犯罪に強い環境整備の
促進

道路

公園

駐車場


